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平成２２年１月新城市教育委員会定例会会議録  

 

１ 日 時 １月２８日（木） 午後１時３０分から５時００分まで 

  

２ 場 所 市民体育館 第２会議室 

                                

３ 出席委員 

  馬場順一委員長  筏津順子委員長職務代理者  菅沼昌人委員  

  中根正介委員   和田守功教育長  

 

４ 説明のため出席した職員 

  今泉敏彦教育部長 

  夏目道弘庶務課長       

  小西祥二学校教育課長    

滝下一美生涯学習課長 

  村田道博文化課長   

  鈴木富士男スポーツ課長       

  請井浩二スポーツ課参事        

    

５ 書 記  

松山立夫庶務課副課長 

 

６ 議事日程 

開  会 

日程第１ 前回会議録の承認 

日程第２ 教 育 長 報 告 

日程第３ 議案 

    ・議案第 1 号 新城市教育委員会委員の定数を定める条例について  

日程第４ 協議・報告事項  

（１）私立高等学校等授業料補助制度について(庶務課) 

（２）就学援助制度について(庶務課) 

（３）平成 21 年度卒業式について(学校教育課) 

（４）「あすなろ教室」の運営について(学校教育課) 

（５）平成 22 年度予算の概要について(各課) 

（６）平成 22 年新城市成人式の結果について(生涯学習課) 

（７）その他 

日程第５ そ の 他 
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委員長 

 平成２２年１月の新城市定例教育委員会会議を始めさせていただきます。 

 日程第１ 前回会議録の承認 

委員長 

日程第１、前回会議録の承認でございますが、ご異議がなければご承認・ご署名を

お願いしたいと思います。（「異議なし」の声）異議なしと認めますので１２月の定例

会ですがご署名をお願いします。 

 （会議録署名） 

 

日程第２ 教育長報告 

委員長 

 それでは、日程第２、教育長報告をお願いします。 

教育長 

市内名号では、節分草の可憐な白い花が咲き始めました。今年の冬の寒さには厳し

いものがありましたが、まもなく立春です。日差しのなかにも、明るさが感じられる

このごろです。 

さて、１月の動きですが、４日の仕事始めに、矢野副市長が就任されました。１０

日に恒例の新城市消防出初式があり、千郷中学校消防クラブが、初期消火訓練の演技

をしっかりと披露しました。中学生も２，３年生ともなりますと、高齢化社会におい

ては、地域防災の頼りになる力であると思います。 

７日に３学期始業式があり、各小中学校とも順調なスタートをきりました。 

９日の「聞いてください、私の話」では、２０名の市内小中高校生の皆さんが、そ

れぞれの思いを訴えました。小中学生だけでなく高校生も参加しているというのも、

新城市の特色です。そんななか私の心に強く響いたのが、極小規模の小学校から中学

校に進学した子供の、不安と成長の訴えでした。彼女は、同級生は二人だけで、女子

は自分一人だけという環境のなかで六年間を過ごしました。中学２年という思春期に

なって小学生時代を振り返ったときの言葉には考えさせられました。６年間を、彼女

一人だけではなく、より多くの同性の同級生と過ごしたならば、また異なる心の成長

があったのではないか。神のみぞ知ることかもしれませんが、人の成長が、縁にふれ、

一期一会の人との出会いや交わりのなかで得られるものであるならば、また、社会性

の素地が４歳から８歳の時期に培われるという脳科学の学説からも、子供の人的教育

環境をいかに担保するかは、大人の責任であることを改めて思い知らされました。 

 

１７日の新城マラソン大会ですが、２，３３９人という大会史上最高のエントリー

人数で、駐車場など心配いたしましたが、たいした混乱や事故もなく遂行することが

できました。ゲストランナーのオリンピック選手である川上優子さんも、一般５キロ

と小学生３キロの２種目で走ってくださり、大会を盛り上げていただきました。当日
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参加者も、２，１９４人で昨年比２４４人の増加です。市内参加者は、１，０５９名

で全体の４５パーセントを占めております。参加者の年齢は、１歳から最高齢８１歳

まで。また、県外からの参加者は、遠く青森県から７２歳の方が、広島県から６３歳

の方が参加してみえます。市内小中学生も数多く参加しており、例えば、舟着小学校

では６年生１８人中１５人が参加したと聞いております。 

表彰関係では、鳳来中部小と山吉田小が、愛知県下８校選出される交通安全協議会

長賞を受賞しました。新城小の道奥幹代先生が文部科学省の優秀教員の表彰を受けま

した。また、学校体育研究で全国最優秀の文部科学大臣表彰を受賞しました千郷中学

校の「コーディネーショントレーニング」が２５日付の中日新聞に大きく取り上げら

れました。これから名古屋テレビの取材もあり、２月１日の夕方放映されるとのこと

です。また、これも県下１６校選出される体力づくり優良校として八名小学校が２月

４日に表彰されるという情報も入りました。 

それから、教育委員会としても、かねてより重視しています特別支援教育にかかわ

ることですが、保護者の方々にその内容をより分かりやすく理解していただき相談に

のれるよう、特別支援教育啓発リーフレット「ひとりひとりが輝くために」ができあ

がり、早速、小中学校の一日体験入学の日に配布できるように進めてまいります。 

次に、平成２２年度の学力状況調査ですが、国では抽出校のみとなりましたが、新

城市では、教育委員会議や校長会議で協議してきましたように、全小中学校で実施し、

自己採点をし、授業改善や学習生活習慣の改善に活用します。そして、何より、３年

前、小学６年生であった子供たちが来年度中学３年生になります。学力・学習状況調

査をする以上、やり放しでは調査の意義が薄れてしまいますので、着実に実施し、し

っかりと検証していきます。その結果を、学校現場の授業・生活に生かすようにして

いきます。なお、平成２３年度以降につきましては、市独自で、小学５年生と中学２

年生で実施できるよう、今後、検討してまいりたいと思います。 

新型インフルエンザの感染につきましては、一時の猛威は下火になったものの、ま

だまだ予断を許しません。ノロウィルスや季節型インフルエンザもあるようです。市

内小中学校の状況は、毎日、ホームページに掲載していますが、１月２６日までの学

級閉鎖は、５小学校１０学級であります。 

１０日の成人式ですが、「成人の日」前日の午後行うという日程や、当事者による

企画・運営も定着し、落ち着いた和やかな雰囲気のなかで執り行われました。全６０

１名の成人のうち５４６名が式典に参加し、９０．８パーセント（昨年８７．３パー

セント）の過去最高の参加率でした。誓いの言葉も、自由と責任、義務と権利の問題

にふれ、社会への貢献を約す爽やかなものでした。また、式典終了後の中学校ごとの

インタビューにも、校歌を歌ったり、将来の抱負を述べるなど、それぞれの学校の実

行委員の工夫が見られました。 

そんななか、鳳来中学校出身の甲子園の優勝投手である横浜ベイスターズの田中健

二朗選手も「今年こそ一軍をめざす」との力強い決意を述べていました。記念品は、
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自動車免許証を模した「成人免許証」の図書カードです。成人としては青葉マークだ

と思いますが、社会人としての常識、会社や近所のつきあい、酒の飲み方、そして、

勤労を通しての社会貢献など、心身ともに責任ある大人を考えるよすがとなればと願

っております。また、小学生のときのタイムカプセルも掘り出され、尐年の日の懐か

しい思い出にふれることもできました。いずれにいたしましても、新城市の６０１名

の成人のみなさんの将来の活躍に期待を寄せて祝福させていただきました。 

７日には、初釜茶会が「茶花友の会」の方々によって行われました。青竹の茶筅で

たてた初釜のお茶で新春を賀すという日本文化のゆかしさを感じさせるものです。こ

うした伝統の継承継続には大変な労力を要しますが、一方で、書初め大会が今年から

中止となり寂しい思いがします。季節の節目のこうした日本古来の文化的行事が次々

と消えていくご時勢ゆえに、可能なかぎり、大事にしていきたいものです。 

２２日には、東京から、B＆G の専務理事が市長・施設を訪問されました。昨年、作

手 B＆G の活動評価も A ランクになりました。よい評価を得たことで、B＆G 財団から

の補助率も上がり、施設の改修にかかる費用の５０パーセント近くを補助してもらえ

るようになりました。２２年度におきましても、B＆G プールの改修予算として、１４，

９５２，０００円を計上しておりますが、その半額、７００万円近くが B＆G より補助

される見込みです。 

続きまして、設楽原歴史資料館の火縄銃購入についてですが、１２月定例市議会で、

火縄銃など資料１０７点購入費用、４，２８５万円の補正予算が承認されましたが、

４つの付帯条件付賛成のため、教育委員会事務局といたしましても、一括購入の原則

を貫きますが、条件の一つである支払額を減額するため再交渉を行いました。その結

果、銃身の上面に鶴亀の吉祥銀象嵌の入った「国友太與助勝正」銘の和式火縄銃１丁

を「寄贈」という形にして、４，２００万円で仮契約をいたしました。 

 林氏からは、これ以外にも、設楽原歴史資料館を、火縄銃をはじめとした古式銃関

連の「日本の研究拠点」にしてほしいとの願いを込められて、「稲富流伝書」「種ケ島

流秘書」「国友鉄砲文書」「不易流銃学全書」「算数町間巻註」「砲術算法」など６８２

点という厖大な「文献史料」をご寄贈いただきました。ほかにも、鉄砲通行手形、葵

紋四方旗、三八式歩兵銃（模造銃）など多数の品々を寄贈していただきました。 

 １月になってからの経過ですが、１月５日の全員協議会で経過説明、１２日に林氏

との仮契約、２１日に議案説明会、２月１日に臨時市議会で採決となっております。 

２月臨時議会での質問は、二人から出ています。一つは、長田共永議員から、「①

火縄銃購入案件を新市長・新市議会に委ねたのはなぜか」「②「契約者から申入れ」と

「市からの申入れ」の説明の違いはなぜか」の２問が。もう一つは、丸山隆弘議員か

ら、「①今回の鉄砲購入で資料館の教材は充足されるのか」「②観光戦略として、資料

館・保存館の連携を図る展示となるのか」 

の２問であります。 

一方、財産取得が議会で承認されましたら、道路案内標示など、積極的に PR してま
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いります。標示板の文言案ですが、「日本一の火縄銃 設楽原歴史資料館」を考えてい

ます。何が日本一かということですが、今指摘できることだけでも、「①日本で、一番

最初の火縄銃集団戦法で、一番数多くの火縄銃が使われた合戦」「②日本で、一番古い

日野火縄銃（日野町の HP にも明記。日野は種子島・国友と三大生産地）」「③日本で、

一番長い火縄銃（３．３２メートル）「④日本で、一番多い展示数」が言えます。他に

も、所蔵する火縄銃の種類、関係する砲術流派の数、鉄砲が作られた産地の数、所有

する文献数なども「日本一」に近いものであり、現在、確認の調査をしています。 

最後に、平成２２年度の教育委員会の重点施策ですが、庶務課では、小学校再配置

と耐震補強工事、学校教育課では、三宝を基盤とした「新城教育」の創造、幼保一体

化、生涯学習課では、図書館の利便性・活用の促進、生涯学習計画の重点的推進・里

山活動・まちなか博物館、文化課では、文化・観光戦略の推進、COP10 に伴う博物館

のイベント、歴史資料館の火縄銃展、文化財指定の見直し、スポーツ課では、DOS の

市民展開、B＆G・体指・体協の活性化などを考えており、今後、具体化を図ってまい

ります。 

なお、参考までに、資料として、「特別支援教育啓発リーフレット」、「聞いてくだ

さい 私の話」の作文、「400 名の教職員の皆様へ 教育長メモ№３４」、「資料館の案

内標示板（案）」を添付しました。 

以上、１月の教育長報告です。 

委員長 

 ありがとうございました。ただ今の報告に対し、ご質問、ご意見がありましたらお 

願いします。 

委員 

  全国学力学習状況調査の話しがありましたが、国の方は縮小するわけですが、新城

市は全員ということで、その是非はともかくとして、国の場合はその学年に対する２

分の１ということですが、市は独自の予算で行うのですか。費用はどのくらいですか。 

学校教育課長 

 委員さんの言われるとおり抽出校と呼ばれる学校につきましては、今迄どおり実施

いたします。他の学校につきましては、問題用紙については、全て文科省からいただ

きますので費用は発生いたしません。採点につきましては先日委員会を開催させてい

ただきまして、担当者と相談し、一番メインが中学校３年生になりますので、３年生

分については、採点基準がずれないように委員を選出して委員で行います。その他の

小学校６年生の分、生活状況調査のようなものにつきましては、学校の担任群で採点

をするということですので、基本的に費用につきましては集計等ありますので事務費

のみとなります。 

委員 

 いくらくらいですか。 

学校教育課長 
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事務費については、１万円です。後は人件費ということで、教員ですので仕事の一

環として行なってまいります。 

委員 

 その後の資料の扱いですが、新城管内だけの資料として扱うのですね。採点した後

の指導とか活用方法等どのようになりますか。 

学校教育課長 

 文科省の最終状況の確認はできていませんが、今考えているのは先回までの資料等

どこまで比較できるデータが出るかにもよりますが、それを委員会で分析をしていく

ということと、抽出ではありますが全国データが出ると思いますので、それと比べて

先回と同様な比較はできると考えておりますので、そういった措置でデータ量は違い

ますが基本的には本年度行ったものと、ある程度同等なことが出来るのではないかと

思っています。 

委員 

それに関連して、新しい年度では小学校５年生と中学校２年生を対象に行なうと言

われましたが、国のほうはこれからも小学校６年生と中学校３年生ですね。新城市は

それはそれで行なって小学校５年生と中学校２年生は独自に行なうのか、小学校６年

生と中学校３年生の代わりに小学校５年生と中学校２年生を行なうのか伺います。 

学校教育課長 

 今検討しているのは、年度で言いますと２２年度ですが、抽出校は今迄どおり参加

をする。それ以外も用紙をいただいて行なう。という形を新城市はとります。その翌

年度になりますが、抽出校はそのまま選ばれると想定しますが、それ以外は全国に参

加せずに予算をとって新たに小学校５年生と中学校２年生を実施する。抽出以外は参

加しなくて、ことによっては抽出も参加しないという決定を委員の皆様にお諮りする

こともあり得ると想定しています。 

委員 

つまり小学校６年生と中学校３年生については、小学校５年生と中学校２年生に変

更するということですか。 

学校教育課長 

 そういうことです。予算等色々考えた結果です。来年度文科省がどのように実行し

ていただけるかにもよりますが。 

委員 

 一学年ずつ下げた一番の理由はなにですか。 

学校教育課長 

 あくまでも現状で言いますと夏休みが過ぎた頃になって結果が出てまいります。中

学校３年生については結果をその子達に生かすことは現実できませんでした。中学校

２年生で行えば、結果が出た段階で中学校２年生から３年生までの間に現に受けた子

供たちの指導に生かせるのではないか、そういう形で子供たちの学習習熟といいます
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か、そういうものの成果を測っていきたいと思います。 

委員 

 全国学力学習状況調査の目ざしているところは、該当学年の子供たちの直接指導の

ために行っているものではありませんね。あくまでも客観的に見るためのものである

ということを考えると、新城市が小学校５年生と中学校２年生にもっていくというこ

とは、全国では小学校６年生と中学校３年生でやっているのに新城市は特別に行うと

いうことは、今の理由では全国学力調査の把握の仕方が違うのではないかと思います。 

学校教育課長 

 また、きっちりと方針を立てた時にご議論をいただきたいと思います。全国学力学

習状況調査の置き換えでいくという考え方を実はしていないというところがあります。

小学校５年生と中学校２年生にすることにつきましては、委員さんの言われますとお

り全国学力学習状況調査の目ざしてきたものを、新城市として学年を下げてやろうと

する考えよりも、新城市は規模の小さい学校、大きな学校もありますので、学校教育

の一つの役割として新城市の子供たちが基本的部分の習熟が出来ているのかどうか、

同じ物差しで測る時期があるのが教育の責務であると思いますが、今迄やってきませ

んでしたので、そういうものも必要ではないかということで、より効果が上がるのは

小学校５年生と中学校２年生であり、全国学力学習状況調査を続けいくことではない

だろうと事務局では検討しているとお考えくださるとありがたいと思います。教育指

導の改善について必要な時期が来れば全国学力学習状況調査にその時だけ参加して状

況をみるということは必要があるかもしれません。 

委員 

 それはそれで変更する意味があると思いますが、やはり小学校・中学校で考えるな

ら小学校５年生というと６年生は抜きになってしまいます。中学校でいいますと一番

勉強する３年生の資料に触れなくて、それがあくまでも中統テストのような位置付け

で行うなら分かりますが、新城市の教育レベルとか教育方針とかを調査、加味すると

いう考えには同意しかねます。中学校３年間を調べるのに中学校２年生で行うことに

ついて、本当に役立てるということであるなら全学年で行うべきだと思います。費用

の問題とかあると思いますが。全国で行なっていることを一年ずつ前に繰り上げたと

いう感じがしないでもないですので、これは今後の話ですので、ここではあまりこだ

わりませんけれど。 

委員 

 今の話は大変大事なところでして、要は狙いを違えて行なうという是非だと思いま

す。小学校６年生と中学校３年生というのは、まさに教育がどういうふうになされて

いたかということが、むしろ教師の立場からの反省材料として使われてきて、教育は

どうであれ、それを１年繰り下げるということは、子供たちにフィードバックしてそ

の子達に良い影響を与えるという狙いも含まれているという意味で、形も変わる以上

に狙いが大きく違ってくると思います。どのような狙いで行うのか整理したほうがよ
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いと思います。 

委員 

 客観的に新城市の教育レベルを知るのなら小学校６年生と中学校３年生という時

期で行なうべきだと思います。結果を即生かしたいというならば小学校５年生と中学

校２年生という考えも出来ると思います。どちらを主眼にしたということが、はっき

りしないとこの論議は進まないと思います。 

教育長 

 国の全国学力学習状況調査の目的がぶれています。一番最初に悉皆調査で行う目的

は、テストを行なった結果を授業や生活の改善に生かすため、子供たちに生かすため

でした。それが今年抽出になったので、小学校・中学校の課程を終了した時の学力の

定着度を見る、要するに国だけの調査に変ってしまいました。最初の目標は子供にフ

ィードバックする。先生にフィードバックするということを目的にしていましたけれ

ど、いつの間にか目標がすり変ってしまいました。だから後者の目標であれば抽出で

最初から充分です。多くの税金を使わなくても、抽出でやれば学力の水準は分かりま

す。でもそうでないということで悉皆で行い、悉皆を認めてきて、愛知県の各市町村、

犬山市を除いて悉皆調査ならば、確かに先生方のためにも、子供たちのためにも必要

なことだということで、その価値を認めてきたところです。それがいつの間にか結果

の調査だけということになったものですから、今回はそういう意味で目的である授業

改善、生活改善、学習改善がどうなされてきたかという検証が必要だからこそ、６年

生の時に行ってやりっぱなしではなくて、中学校３年生でもきちっと押さえたいとい

うことです。これは当初の目的に沿った決断です。 

これは来年度の話でいいのですが、平成２３年度からどうするかといった時に、要

するに結果だけの調査であるならば、やりっぱなしで６年生で行なって結果はこうだ

ったと、中学３年生はこうだったという判別はできるわけですが、一歩さかのぼると

結果だけでなく、その結果を見て、Ａ校ではここが足らなかった、Ｂ校ではここが良

くできていたというところで、原因等の分析をし、足らないところはさらに６年生の

授業でカバーし、中学で同じような水準でスタートできるようにするという生かし方

ができます。中学校２年生で行えば、中学校３年に向けて、得意不得意等も確認でき

て、どこを個々の子供たちがきちっとやっていったらいいのかとか、学校によっては、

先生の指導のどこが足らなかったのかというようなことが確認できますので、その不

足部分を次の１年間でカバーして生かしていくことが出来るという考え方です。 

これは決定ではございませんし、検討していくことですが、とりあえず来年度は全

小中学校６年生、３年生で行ってきちっと検証をし、その結果を踏まえて、今後の方

針を考えていくことになります。先程委員さんが言われたように、明らかに目標・目

的が違うということになります。税金を使って子供に生かすためにはどちらが良いか

ということも判断の物差しなると思います。 

委員 



 10 

 やり方ともう一つは、目標が変ってきますと個々の子供を含めて自分の所の子供が

どの程度そういった指導が入ってくるとなると、もっと公表しろ、新城市内で学校間

の成績はどうだというような開示を求めるような声が出てくるのではないかと思いま

す。学力を主眼に置かれると父兄・一般の側の開示を求めるような声がもっと強くな

ると思います。その時にどう対応するのか、子供間の競争を煽るような制度に変って

いかないか一番危惧しています。 

教育長 

  基本的に新城市の各学校はホームページ等で個々に開示していますので、開示して

から３年間過ぎていますけれど、どこの学校がどうだこうだというそういう声は出て

きていません。 

委員 

 それは今迄そういう目的で無いということで行ってきたためではないでしょうか。 

教育長 

 そういう目的で行えば同じことだと思います。 

委員 

 目的が違えばその結果を求める声も違ってくると思います。あくまでも客観的デー

タで国全体のレベルを知るための物であるならば、個人及び各学校が騒ぐことはない

と思いますが、成績がどの程度か、どこが問題かということになってきますと、その

ことを主眼とするテストならば結果をはっきり聞きたいとか、何が遅れていて、何が

問題かということも聞きたい。できれば我子はどうなのか。そのようなテストではな

いのでしょうか。 

教育長 

  基本的に保護者に開示して、教師もどういう指導に改めていったらよいのだろうか、

子供にどういう目的をもってここを補強していったらよいのだろうかというスタンス

で行っていきますので必要なことだと思います。 

例えば中学校でも複数の小学校が集まってくる中で、あるところが算数の学力が非

常に低かった場合、子供にとっても不幸なことですし、６年生の終わりに分かったの

では、中学校１年生で非常にギャップがあるわけですので、５年生で行えば、その補

完が６年生で出来るわけでして、ある程度カバーでき、同じような学力でスタートラ

インを迎えられるのではないでしょうか。 

委員 

明らかに目的が違うわけですね。学力テストという名前にするのか知りませんが、

あくまでもその該当学年の子供たちの成績を知ると要するに新城市の６年生全体の学

力のレベルがどうなっているのではなく、その子供が行なったことが、その結果をみ

て拙いとそういう指導に生かすためのテストということですね。そういうことでした

ら中統テストとほとんど変わらないと思います。 

教育長 
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あくまでも過度の競争を招くようなことはしないという大前提がありますので、そ

うした配慮を最大限して、子供にとってプラスになるような方向で考えていきたいと

思います。 

委員長 

 継続して検討をしていくということでお願いします。その他どうでしょうか。 

委員 

 火縄銃について２月１日に採決ということですけれど、今迄の流れの中で林さんに

対して教育長名または市長名で感謝状を出す考えはないですか。どういう意味かとい

いますと、「最終段階で値引きとかそういうものではありません。」ということで、こ

の額を定めて補正予算を提出ということだった中で、結論的には８５万円寄付という

話で１件落着しそうな雰囲気となりましたが、何もないと「そら見たことか言ったら

８５万円削ってきたではないか。」という形にもとられかねないので。その分について

は、出来ないことをしていただいたということで感謝状等を出すことで辻褄を合せる

意味でも出した方が良いと思いますが。 

教育長 

 設楽原歴史資料館あるいは鳳来寺山自然科学博物館でそれぞれ貢献していただい

ている方につきましては、寄贈については市長名で、通常の感謝状は教育長名でお渡

ししています。今回も８５万円に相当する火縄銃以外にも貴重な文献等を寄贈してい

ただいていますので中根委員さんが言われるように考慮する必要性があると思います

が、時期をどうするかとかなかなか難しい問題があります。  

委員 

 値引きではないということをはっきりするような形だけは作っておきたいと思い

ます。 

委員 

 具体的なやり方は分かりませんが、中根委員さんの発言には大賛成です。是非その

ようにするべきだと思います。ただ、交渉すれば安くできるのではないかという材料

に絶対ならないように配慮した形で、林さんの顔も立て、市の立場もはっきりさせる

という意味でとても良い案だと思います。 

教育長 

 通常、市の財産所有に係わるものですので市長名で出すものなら出すことになると

思いますので一度検討をさせてください。 

 

日程第３ 議案 議案第１号 新城市教育委員会委員の定数を定める条例について 

委員長 

日程第３、議案 議案第１号 新城市教育委員会委員の定数を定める条例について

説明をお願いします。 

庶務課長 
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議案第１号についてご説明をいたします。この議案は教育委員さんの増員を図って

いくという議案でございます。この案件につきましては、従来教育委員会でも様々議

論がされてきたものでありまして、ご承知のとおり昨年の市長選挙におきまして穂積

市長のマニフェストの中にも謳われているものでございます。マニフェストのトップ

項目に子育て支援と幼児教育ということであがっています。そうした新たな教育課題

に対応するために教育委員の増員をしていくということは一文が載っています。そう

いったことも受けまして、この３月定例市議会にこの条例案を上程していきたいと考

えているものであります。これに合わせまして同時に新しい委員さんの選任の議案、

１名増員になりますので予算措置も必要でございます。予算措置につきましては、後

程ご説明をさせていただきますが、今盛り込んだ形で予算の原案が出来上がっていま

す。この教育委員さんの定数につきましては新城市の規模では地教行法により５名と

いう法定の数字がございます。ただ、それぞれの自治体で条例を定めることによって

その定数を増やすことが出来るという法改正がなされておりますので、それを受けて

この条例を提案していくというものでございます。一応事前にこの教育委員会議にお

諮りをいたしまして市の議会の方へ上程していくという段取りを踏みたいということ

で今日上げさせていただくものであります。 

委員長 

 一昨年、色々検討してきたところですが何かご質問ご意見ありますか。 

委員 

 お願いしていた件ですので、そうしていただければ、より教育委員会の充実を図る

という意味でも是非実現をお願いします。 

委員 

 それに絡めて言いますと、議会に上程するからには、その必然性について理解を深

めるためにもきちっとした説明を用意していかないといけないと思います。出すから

には通していただかないといけない。通すためには再度一から説明するという努力と

いうか準備だけはしておかないといけない。そういう意味で事務局に是非よろしくお

願いしたい。 

委員 

 これは教育長さんが提案されるのですか。 

教育長 

 市長が提案します。 

委員長 

 そういう気持ちで行くということでお願いします。 

庶務課長 

 説明の理論武装というのは、こちらの方でしっかり検討させていただいて、議会の

方へもしっかり説明をしてまいります。 

委員長 
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 こういう形で進めるということについて、賛成の方、挙手をお願いします。  

 全員挙手、このような形でよろしくお願いします。  

 

日程第４ 協議・報告事項（１）私立高等学校等授業料補助制度について(庶務課) 

委員長 

 日程第４、協議・報告事項（１）私立高等学校等授業料補助制度について、庶務課

説明をお願いします。 

庶務課長 

 （資料に基づき説明）ご承知のように新年度から国が高校の授業料の無償化の制度

を発足させることになっております。その制度につきましては公立高等学校について

は、完全無償、私立高等学校につきましては同程度の助成をしていくという形で進ん

でおるものでございます。今の国会に新年度予算案が上程されており、これから審議

がされるというものでございます。そういった関係で本市においても私立高等学校の

授業料の補助制度をもっていまして、そこになにがしかの影響があるであろうという

ことで、当初予算の予算査定の中で一部議論が上がりました。現行の制度が始まった

当時の背景といいますか、周りの環境がもう相当変化をして来ているのではないか、

ここで今一度制度の見直しといいますか、検討が必要ではないかという意見が予算査

定の中で出されました。これは市長査定の時までその議論が続きまして、私が市長査

定の場で教育委員会としての考え方というものを説明してまいりました。その説明を

した後に、市長から当初予算だけをターゲットにしますと、当初予算からなにがしの

予算を計上していくのか、若しくは当初予算にこの予算を計上しなくて補正予算で対

応していくのかという２つの選択肢があるということで、いったいどちらが良いのだ

ろうかと、当初予算に計上していかない場合にしっかり教育委員会サイドで対外的に

説明がしきれるだろうかというのが一点、それから教育委員会の制度ですので教育委

員会会議でこの制度についてしっかり議論が出来るかどうか、この２点を聞きたいと

いうことが市長からありまして、今回、教育委員会会議の場に出させていただいたと

いうことでございます。当初予算の原案は出来あがりましたが、結論といたしまして

は、当初予算に計上してまいりますが国の制度が入ることによって、従来の県の制度

がどういうふうに変るのかということが、まだ情報がしっかりつかめていませんので

県の動向を見極めながら今後執行までに、市の制度をどういうふうにするのかという

ことをしっかり議論をして方向付けをしていくという形でとりあえず当初予算につき

ましては、百万円を計上していくということで今載っています。その辺りの結論を今

日出してしまう必要はないのですが、委員さん方にご議論をいただきたいと思います。

もう尐し詳しくご説明をさせていただきますと、現行制度の創設時期と周りの環境が

違ってきたではないかという議論の中には、制度創設時には公立学校の定員枠が子供

の数に比べて尐ない、入りたいと思っても入れない入学試験というところで選抜され

てしまう。でも入りたいというと受け皿として私立の高校しかない。私立の高校は公
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立の高校と比べると授業料が高い。だからその差の一部をこういった制度で尐しでも

助成をしていくというのが根底の部分があったのではないかと想定されます。そこの

視点を見ますと今は子供の数が尐なくなってきまして、公立高等学校におきましても

定員割れをしている学校もあります。そういった状況がまず一つあるということと、

もう一つは公立ではなくて私立の高校でも非常に特色を持った学校も出来ています。

あえて授業料・入学金等は高いのですが、そちらの方を選択する子供さんもみえる。

というふうになりますと、そもそも論としてやむをえず授業料の高い私立の高校に行

かなくてはならない状況は、そういった部分も現状でもあるということは承知はして

いますが、そうでない部分もあるのではないか。それらを同じように公費の助成制度

の中で扱うことはいいことなのかという議論が出てきております。今一度ご議論をい

ただいて、この私立高等学校等授業料補助制度についての足固めというのでしょうか、

しっかりとした土台というものを作っていく必要があるということで出させていただ

いた議題でございます。参考までに３枚目に横長の用紙があります。国の制度が入る

ことによりどのように変わるかという、愛知県が作った資料でございまして比較的分

かり易い感じがしたものですから付けさせていただきました。  

（資料に基づき説明） 

一昨日知事査定があったと聞いています。まだ結果は伝わってきてはいませんが、

知事査定に入る前の状況は、県民生活部の私学振興室というセクションが所管してい

る補助金なのですが、そこが県の財政サイドへ予算要求した段階では２１年度予算よ

りも膨らめた形で予算要求をしているとの情報を得ております。それが財政課に要求

され、財政課としてもこの事業に対する査定というか取り扱いをどうするかというこ

とを進めています。財政部局でも極端な話、制度を廃止してしまう考えはないようで

す。財政課も２１年度予算より膨らませるような形を考えているとの情報を得ており

ます。そうしますと一つの想定されるパターンですが国の制度が入ってきました、県

の制度は基本的にそのまま国の制度の上にのっかかりますよというパターンが一つ考

えられます。そういう想定のもとに考えますと市の持ち分といいますか、負担という

ものは今年度の実績ペースで行きますと１７０万円弱程市は支出をしておりますが、

それが約半分くらい９５～９６万円くらいになるという試算が出ています。そういっ

たことから当初予算を１００万円の計上でとりあえずスタートしましょうと、早いう

ちに市の制度をしっかり固めていき、執行にもっていっていきたという段取りで考え

ているものです。これにつきましては、いずれにいたしましても県の動向がはっきり

しないと何とも言えない部分がありますので、また次回以降、県の予算発表が２月１

６日だと聞いておりますので、その後はっきりした情報が伝わってくると思いますの

で、次回の教育委員会議以降でその辺の状況をお知らせしながら、ご議論をしていた

だきたいと考えております。 

委員 

 私は私学でやってきましたので、これについて色々考えもありますが、質問第一は
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私学の生徒で甲１というのは家庭が貧しいというかそういう子供に３８２，８００円

貸与されるわけですね。公立の生徒にはどれだけの補助がいっているか分かりますか。 

庶務課長 

公立は先程の絵で行きますと一番下に１１８，８００円というのがあります。これ

が公立高校の水準だと聞いております。 

委員 

 それは、何ですか。 

庶務課長 

 年額です。 

委員 

 父兄が納める金額ですね。私の質問は、私学での補助金の最高金額の生徒が年額３

８２，８００円の援助をもらっているわけですが、公立は県の補助で全額みるのです

から１００万円近いのではないですか。父兄が負担するのは月額１万円、年額１２万

円程度ですね。それでは到底やれないものですから。要するに生徒一人当たりに対し

て県はどれだけ出費をしているかということです。 

庶務課長 

 そこまでは分かりません。私立の学校では高校でも大学でもそうですが、授業料の

補助制度とは別に私学助成といって設置者に交付している補助金があります。公立高

校の設置者は県立高校では愛知県ですので諸々の経費は県が負担をしています。負担

の一部を授業料として保護者に求めているそれを財源として学校を運営といいますか

経費が賄われるという形になっています。学校にかかるコスト、経費全体をみて議論

をすると、非常に複雑になってしまいます。考え方としてはもっともな考え方だと思

いますが、今は保護者負担の部分がどうだという視点だけに限って見ているものでご

ざいます。 

委員 

 そのことを新城市の教育委員会で何を論議するのですか。国や県の決めてきた基準

に従うだけではないのですか。 

庶務課長 

 今の新城市の制度は、あくまでも新城市の立ち上げた制度ですので、極端な話、制

度を設けなくても何らどこにも抵触するものではありません。独自の制度ですが、た

だ独自の制度といいましても、今までは県の補助制度にもたれかかった制度になって

いることは確かです。そういったもたれている制度が変ってくる可能性がありますの

で、変ってきた時に新城市はどういうふうに対応していくのかというご議論をお願い

します。事務局サイドとしては基本的には現行制度をあくまでも維持をしていく、継

続をしていくという考え方に立つのがいいのではないかという意見、考え方を持って

います。 

委員 
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 そもそもの県と私学側の意見の違いというか色々、日本の教育というものをどうい

うふうに考えるかというところに原点があるわけです。要するに私学で勉強しようと

公立で勉強しようと子供たちをきちんと教育するという、そういう点では私学といえ

ども教育の内容は公共のものであるわけです。私学だから全然違った真反対のことを

しているわけではなく、私学の建学の精神というものは尊びながら教育内容はまった

くこれからの日本の国家を担っていくような青年を育てたいという思いは一緒ですし

国も同じです。教育の機会均等とか基本的には、教育の指導とか違っていても本来子

供は平等に扱われるべきではないかと思います。お金で色々な差別というかそういう

ものをやる必要はないのではないかというのが国と私学側の考え方の違いです。そこ

で愛知県は独自の非常に進んだ全国で一番、補助を交付している県ですが、その理由

は生徒数が減ったということで私学が潰れては困るということで、比率を１０とすれ

ば７対３くらいに、３の生徒を私学に回すと、それは元々からいえば、半分くらい私

学が面倒を見ていた時もあります。公立はいっぺんに建物等出来ませんので、公立に

入れない子供は私学へということで、それで一気に悪くなってしまった学校もありま

すが、そういう今迄の過程もあります。県の段階でそういう論議はされているのです。 

県と私学の交渉では、教育の機会均等は本来は平等であるべきだけれども、そう一気

にいかないだろうということもあって、毎年交渉してきたという経緯があるので、県

からの補助だけでは足りないところがあり、市町村へお願いしたところです。 

 愛知県内の市町村の補助金はほとんどもらったと思いますが、最初は一部だけで、

色々な自治体に交渉に行って、新城市もあまり早い方ではなかったですが、今、月千

円、年間１２，０００円の補助をいただいておりますが、そのような経緯でこうなっ

たという認識をお願いしたいと思います。お金だけの問題ではなくて本当に子供たち

の教育の平等とかそういうことを、お金の差でもっていくにしても、今までは本当に

０に近かかったものがここまで進んできているわけですけれど、前は本当に酷い状況

で、だから公立高校に入りたい理由は授業料が安いから、これは大学にも波及して今

年のセンター試験にも表れていると思いますが、そういう意味で大学も含めて要する

に教育の公共性、機会均等という立場からこういう問題は議論していかないと、お金

が多いとか尐ないとかという話しですと次元が低い議論になってしまうと思います。 

委員 

 国や県がどうだといっても、基本的には新城市の姿勢を打ち出すべきだと思います。

対象者は何名ですか。 

庶務課長 

 平成２１年度の市の補助金の対象になった学生さんの数は１５０名です。 

委員 

 要は県の２０分の１ですね。２０分の１が１７０万円ですね。 

庶務課長 

 その２０倍が県の補助金です。３千３、４百万になります。 
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委員 

 それを状況が変わってきたので１７０万円を１００万円にするということですね。

それでやっていけるのですか。考えておかなければならないのは、県が廃止した場合、

３千万円は市で出さなければならないのですか。 

庶務課長 

 それはしないということになります。あくまでも制度としてまったく別の制度です。 

委員 

 ２０分の１の根拠で行っている制度ですから。２０のところが無くなったらどうな

りますか。 

庶務課長 

 県の制度が廃止されたとすれば、今は県の補助額の２０分の１という県の制度にも

たれかかった制度設計をしていますが、元がなくなりますので制度設計をもう一度し

なおさなくては出せなくなります。 

委員 

 ３千万円というのは、県から市におりているものではないですね。 

委員 

 ２８万円何がしというのは、どうなるのですか。 

庶務課長 

 形式的には個人に行きます。事務的には個々の保護者に直接お金が渡るわけではな

く、通っている学校が委任状をとって代理受領をしているという形です。各学校では

県と市の補助金の部分の授業料については保護者から徴収しないということです。 

委員 

 １７０万円が１００万円でやれるという根拠はどこですか。 

庶務課長 

 １００万円でやれるというのはあくまでも仮定の話ですが、国の制度が入りました、

県の制度が国の制度にそのままの形でポンと乗っかったということを想定しますと、

確かに県の制度の２０分の１は市の支出が発生するわけですが実際の授業料を超える

生徒がかなりおります。豊川高校の場合ですと年間の授業料が４０万２千円ですが、

国と県と市の補助金の額を合計しますとその額を超えてしまいます。超えてしまった

ものは出せませんので、上限は実際に支払うべき授業料までということですので、こ

のような世帯が実際出てしまいます。甲１・甲２・乙１・乙２という４段階の収入水

準を設けていますが、甲１・甲２の水準については県の制度にそのまま国の制度が上

乗せされたと仮定しますと、市の制度が入る余地は無くなってしまいます。県の制度

も今迄の支出よりも尐なくなるということで、それだけ国の制度が手厚いという状況

です。 

委員 

 現段階では県の方もつめた論議が出来ていない状況のようです。 
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委員長 

県の動向を見ながら決めていくということでいいですか。不景気で授業料を払えな

くて退学してしまう、特に私立の高校生が多いということを新聞やテレビで見ますの

で考えなくてはいけない大事な問題ですね。  

委員 

 状況が変わったということですが、１５０人現実にいるということは、重く理解し

なくてはいけませんね。 

委員長 

今の件については、国、県の動向を見ながら次回以降も検討課題になっていくわけ

ですが、今のところ事務局の提案のような形で進めて行くということでお願いします。 

 

日程第４ 協議・報告事項（２）就学援助制度について(庶務課) 

委員長 

日程第４、協議・報告事項（２）就学援助制度について説明をお願いします。 

庶務課長 

就学援助制度の見直しについてという議題ですが、就学援助制度というのは経済的

に困窮している世帯を対象として支出をしているものでございまして、就学援助の対

象となるのは生活保護の認定基準の１．５倍というのが今の新城市の制度としてござ

います。 

（資料に基づき説明） 

１．５倍という数字は具体には昭和４８、９年ちょうどオイルショックがあった時

分ですが、その当時文部省が具体の数値を示しています。昔は就学援助制度に対して

国庫補助金が付いていましてその当時文部省なのですが、当時は生活保護の認定基準

が拠り所の一つとしてありまして、もう一つ税法上の課税最低限の基準というのがあ

りますが、一定の所得以下については税金を賦課しませんよというのが課税最低限の

制度でございます。その基準がありまして、憲法で規定する必要最低限な生活水準は

保障されるという規定があるわけですがそれを一番の根拠においているものでござい

まして必要最低限の生活水準を維持するに足りない収入の世帯については、この就学

援助の制度でもって助成をしていきましょうという制度がございました。昭和４８、

９年当時は今とは逆でして課税最低限基準のほうが生活保護基準よりも高かったです。

それが１．３倍から１．５倍程度でございました。そこから１．５倍というのがあり

まして、市の制度は１．５倍という制度を継続して現在に至っているという状況でご

ざいますが、現在は、生活保護の認定基準というのが見直されまして、税法上の課税

最低限の基準よりも上回っているというのが現状でこざいます。ですので、この就学

援助制度の本来の制度でありますいわゆる必要最低限の生活水準というレベルを基準

として就学援助制度を適用するかしないかという判断をしていたというところを視点

にこの制度を見ていきますと、今の 1.５倍というのが、根拠が無くなってしまってい
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るという形になっております。それを本来の制度の根本の趣旨を鑑みると、改正案と

書いてある就学援助制度の認定の基準というのは、生活保護認定基準と課税最低限を

比較してどちらか高い方をとる。今は生活保護認定基準の方が高いから生活保護認定

基準をベースにすると、今迄１．５倍というのを１と１．０にするという見直しをし

ていったらどうでしょうかというご提案でございます。そうしますと現実の問題とし

て認定基準の枠が縮まるということになります。今は１．５倍までみていますが、そ

れをみなくなるというものですから縮小されるという形になります。この生活援助制

度というのは、難しいのは扶助費、扶助ですので通常の補助金とは違って福祉制度と

同じ性格を持っているものですので、事務的にこうだからこうしましょうとはなかな

かいかないものでございます。教育委員会議にお諮り申し上げまして進めて行きたい

と考えております。現実の問題として新城市の場合１．５という数字を１．０にした

場合にどのような影響があるかといいますと、今年度ベースで考えますと２世帯対象

から外れるようになります。本市の就学援助給付状況というのは１．０を超える世帯

は２世帯ございます。１世帯は１．３７倍、もう１世帯は１.４４倍という２世帯がご

ざいます。この２世帯が共に外国籍のブラジル国籍でございます。ご夫婦と子供さん

２人という形になっております。ですからこの２世帯に影響が出るという状況でござ

います。ちなみに他市の状況を見ますと全国的にみると１．０としているところもご

ざいますが、東三河におきましては、１．５というのは全国的にもトップです。全体

的にみると１．０倍から１．３倍という自治体が多いです。豊橋市は１．３倍、豊川

市は１．２３倍、蒲郡市は１．３倍、田原市１．２５倍というように若干でございま

すが、ばらつきがございます。こういった状況が現状でございます。事務局としては

１．５という数字の説明ができなくなっていることから１．０にできれば改正したい

と考えていますが、その辺のご議論をしていただきたいと思います。  

委員 

それは何が目的で改正するのですか。明文化するために行なうのですか。  

庶務課長 

一つには、現行の１．５倍というのは、制度の要綱は新城市としてもっていますが、

その要綱の中には、１．５倍という数字はどこにも載っていません。そもそも１．５

倍というのは、何を根拠として出てきた数字なのかということを、遡りで調べていっ

たところ、資料の前段にありますような状況が把握できたということでございます。

以前は国の補助金があったものですから、国に同様な制度があってそれに乗っかかっ

ていたというような形で給付が行なわれていたので、国庫補助の基準に該当していれ

ば、それで該当という形できていたのですが、途中で国の制度が三位一体の改革とい

うのが小泉内閣の時にございました。その時にこれが見直されて国の補助制度がなく

なった経緯がございます。本来であればその時、市の制度も改正をすべきだったと思

いますが、されずに１．５という従来の取り扱いのがそのまま引き継いできていると

いうのが現状でります。 
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委員 

明文化したいというのは、これは当然分かりますが、今言われた提案の１．５を１．

０とするということは、給付される側からすれば良くなる制度ですか、それとも厳し

くなる制度ですか。方向としては。 

庶務課長 

不利になります。 

委員 

もらう方が不利になるということですか。 

庶務課長 

現に２世帯、外国籍の世帯ですけれども対象から外れてしまうという現実がござい

ます。 

委員 

たった２世帯のために、それをやったところで２世帯ですね。１．５を１．０へ一

挙に下げるということは、受給する側からいえばどうか。市の財政がそれによってす

ごく潤うわけでもないし、考え方の問題だと思います。  

庶務課長 

これは、申し上げてよいか分かりませんが、今、現に受給されている方がこの生活

保護認定基準の１．５倍までという一応の基準は市でもっていますが、そこに当ては

まる世帯を全て掌握しているものではありません。というのはこれは完全に申請主義

をとっていまして申請がなければこれは許可しません。一応こういった制度がありま

すということはホームページ等に載っており周知はしています。制度そのものを知っ

てみえない家庭が多分にあるということは想定されます。仮にこの制度に該当する世

帯が全て申請したとすると、これは調べてはないのですがおそらく相当の金額にのし

てくると想定されます。先程、小泉内閣当時に三位一体の改革で国庫補助金がなくな

ったという話をいたしましたが、この制度改正はどういうふうにされたかといいます

と、当時よく言われましたが、一般財源化をしますよという改正がなされました。一

般財源化といいますとどういうことかといいますと、今までは国庫補助金としてそれ

ぞれの自治体に直接国がお金を交付していたのを、補助金の直接交付をやめます、そ

の代り同等の金額を地方交付税の方で算定をしますというふうに乗り換えたというの

が一般財源化という措置なのですが、その乗り換えがどの程度の規模を乗り換えたの

かといいますと、あくまでも当時、国庫補助金の対象となっていた部分だけを乗り換

えたというものです。制度周知が徹底され全ての方が申請に来られると金額的に膨ら

むことになります。財源的にいえば純粋な市税負担となってくると言えるということ

です。 

委員 

一世帯いくらの補助金を交付しているのですか。 

庶務課長 
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これは、収入の規模によって違いがあります。  

委員 

超過する２世帯についてはいくらですか。あくまでも申告制が建前としますと仮に

どれくらいにしたら、どれだけ影響が出るかをみておく必要があると思います。生活

保護認定基準と課税最低限は違うのだけれど仮に課税最低基準の世帯がどのくらいあ

るか把握できますか。そうしますとそこを一つの目途において、仮に全世帯で申請が

あった場合の金額の把握が必要ではないでしょうか。１．５を１．０にするというの

は根拠が乏しいので、ある程度の認識をもって決めないといけないのではないかと思

います。たまたま他の市が１．３となっているのがその理由になっているのか分かり

ませんが、何か裏付けがあると皆さん判断がしやすくなると思います。 

庶務課長 

そもそも就学援助制度というものが、いったいどういったものなのか、なぜこのよ

うな制度があるのかといった本質の部分を考えてみる時に、憲法で最低限度の生活水

準が保障されるという規定にぶっかって行く。最低水準がどの程度なのか何を根拠に

この金額が最低水準なのかということを決めるのかといいますと、独自には決めよう

がないものですから既存の制度の何かにもたれるしかない。もたれるときに２つの制

度がある。それは生活保護の制度と税法上の課税最低限であるということで、必要最

低限の生活水準を保障するために就学援助がありますよという立場に立てば生活保護

認定基準か課税最低限度の基準かどちらかにもたれる必要があるのではないか。そも

そもの制度がそれにもたれて今運用している１．５という数字が出てきたということ

です。それが現状どうなっているのか生活保護認定基準と課税最低限度基準がどうい

うふうになっているのかを見たときに、今は生活保護認定基準のほうが課税最低限度

基準よりも上回ってしまっている。とすれば就学援助の制度として必要最低限の生活

水準を保障するという立場に立てばどちらか多い方を基準とすべきであろうと過去も

そうしてきている。ということですのでどちらが多いかというと生活保護の認定基準

の数字が高いほうになっている。ですからそこのところに合わせるべきではないかと

いうのが制度改正の理屈になっています。そういう立場に立って考えると今の１．５

という数字の根拠が現状にあてはまらなくなっているという現実がございまして、１．

５というのは昭和５０年より尐し前に生活保護の認定基準か課税最低限の基準の２つ

があって、課税最低限のほうが生活保護認定基準よりも１．３から１．５倍くらい高

かったわけでございまして、どちらか高い方の水準に合わせましょうということで算

出するときに生活保護認定基準のほうが非常に分かりやすいものですから、そこをベ

ースにそれの１．５倍これは課税最低限の水準に合うということです。もたれる制度、

必要最低限の水準というのはどの程度か、もたれる制度として２つあるどちらか高い

方を選びましょうということで、この制度が出来た当時は課税最低限のほうが生活保

護認定基準の約１．３から１．５倍高かった。その高い課税最低限の数字を就学援助

の制度の基準としましょうということで、算出するには生活保護基準のほうが分かり
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やすいものですから、生活保護基準の１．５倍というものを就学援助の制度の認定基

準としたというのが以前の制度だったということです。ところが生活保護の水準のほ

うが高くなってしまった。１．５倍というのはまだ生きているものですから、そうし

ますとこの１．５倍という水準というのは何だったんですかという説明が出来なくな

ってしまったという現状があるということです。  

委員 

それでも現実の問題として、２世帯は就学援助を切られるわけですね。 

庶務課長 

今日現在は、この２世帯からの申請はまだ出てきておりませんが、来る可能性は非

常に高い。今、申請を受け付けている最中でございますが、３月中には認定をします

よとか非認定ですよとかいう通知を出さなければなりませんので、今日の１月の定例

会若しくは次回の２月の定例会では、その決定をしていかないと１．５倍という説明

のつかない数字がそのままいってしまうということになります。  

委員 

今の発想の原点というか、これはもともと就学困難な家庭に援助する制度なのに、

今全員に申請されたら困ってしまうというような、要するに市の財源が非常に厳しい

からそれをやるということなのか、現行の基準が矛盾しているので直すのかどちらで

すか。 

庶務課長 

後者の方です。 

委員 

現在、本来ならもらえる人がもらえなくなるのは、問題ではないでしょうか。この

制度の趣旨は就学の困難な子供を一人でも減らそうというところから発想されている

と思うのですが、それを今の提案だと、今度は切る方向に行ってしまうということは

問題ではないかと思います。 

庶務課長 

そうしますとあくまで制度ですので、どこかで生活に困窮しておるのか、そうでな

いのかという判断をするラインを定める必要があります。今は生活保護基準の１．５

倍のラインがあるわけでございますが、そのラインの正当性といいますか、説明が出

来るラインを制定する必要があります。 

委員 

方向としては、１．０にする前に１．４倍ではどうか１．３倍ではどうかというそ

ういう発想でもいいわけですね。１．５倍を一挙に１．０にもっていく、そこのとこ

ろの根拠がはっきりしないと、受給する側からいいますと１．５の.５が削られるとい

うことは、それは大きいと思います。ですから、数字を出すときにこういう根拠でこ

ういう理由でこのようにしたいというふうに言われないと納得が出来ません。  

庶務課長 
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１．０という数字の根拠は、只今ご説明いたしましたとおり、最低限の生活水準と

いうレベルをどこに設定するのか、それは生活保護水準と課税最低限の基準がありま

す。どちらが高い方といいますと生活保護基準、そこへ設定したいというのが１．０

です。確かに１．５から１．０というのは非常に下げ幅といいますか大きいものです

から、やり方としては激変緩和ではないですが段階的に下げていくという手法はあり

ます。ですが現実今年度の場合ですと、外れる２世帯については生活保護水準の一世

帯は１．３７倍、もう一世帯は１．４４倍ということですので激変緩和の制度を設定

するにしてもどういうふうに設定するのかという部分がありまして、それと二段階で

もっていきますよということになりますと、おそらく一段階目のステップでこの二世

帯は対象外になってしまいます。近隣の市町の状況をみますと一番高いところで豊橋

市や蒲郡市の１．３倍であります。１．３倍と設定しますとこの二世帯は外れます。

という状況にあります。 

委員 

たとえば１．０に設定したとして、救済制度とかを経過措置として設定することは

できませんか。 

庶務課長 

それも制度設計の中で可能だと思います。例えば新しく認定をする。新規の方につ

いては、改正後の制度を適用しますけれども、現に受給をしている世帯につきまして

は従前の基準によりますよという取り扱いは可能です。  

委員 

近隣の豊川市等は１．０より尐し多いですね。これを１．０とした理由はどのよう

に考えていますか。 

庶務課長 

他の市町がなぜその数値にしたのかということは把握していませんが、就学援助制

度というのは、生活困窮世帯を対象として援助をしていきますという制度である。生

活困窮世帯というのは何をもって生活困窮世帯というのか、今浮かび上がるのは何か

確立された制度にもたれかかるほうが説明しやすいであろう。独自の制度を設けると

いうのはなかなか難しいものですから、それに代わる確固たるしっかりした制度があ

ればいいのではないか。その制度というのが二つありまして生活保護の制度と課税最

低限の制度の二つあります。どちらか高い方、受給者に有利な方をとるべきだという

ことで、今は生活保護の基準の方が高いものですから生活保護の認定基準というもの

を採用した。そうすると就学援助制度の認定基準というものが、生活保護基準の何倍

を生活困窮世帯であるかないかというラインにしましょうという制度になっているも

のですから、課税最低限のほうが高ければそちらの方に合わせて、高い分、生活保護

基準のかける何倍と設定をすべきだと思いまが、今は課税最低限のほうが低いもので

すから、生活保護基準を算出の根拠にすると倍率というのは、１．０からになります。

それが生活困窮世帯かそうでないかというボーダーラインになるということなんです



 24 

が。 

委員 

他の市では、どういうふうに捉えて考えているかというのは分かりますか。 

庶務課長 

先程申しましたように１．５倍というのが昔、国の補助制度があったものですから、

その時には、全国の自治体が１．５倍であったはずなのですが、その後１．５倍でな

い団体が非常に増えております。おそらく国の補助金交付の制度がなくなった段階で

それぞれの自治体で見直しがなされたのではないかという気がしております。その見

直しの時点で１．３倍とか１．２３倍とかの数字を出したのではないかということが

充分想定されます。ただ現状今、私が申し上げた理屈でいえば１．０にすべきだとい

うふうに思いますが、その後よその自治体でも見直しがされていないのかなという気

がしております。これは補助制度ですので見直しが毎年変わるというのでは受給者に

とって非常に不安定な状態をまねく恐れがあるものですから、ある一定基準をきめた

ならある程度その水準を維持していく必要があるのかなと思います。そういった意味

からも一度見直しをしてしばらくはその数値で引っ張る。それが他の市町で１．２倍

とか１．３倍というのが生きているということが推測されます。 

委員 

考え方としては１．０ですね。理屈はそうでないと逆に理屈が合いません。どこま

でも議論が空回りして、何で１．０にしたかというと、そもそも説明があったとおり、

当初、課税最低限度額が生活保護認定基準を３割から５割上だったということ、これ

に対して、課税最低基準を満たすだけのものをみましょうということで決まった。そ

もそもは、そのそもそもから言うと、生活保護認定基準からいうと今、逆転している

のだけれどもおかしな話でやはり課税最低基準を満たすというのが、そもそもの趣旨

ではないかというふうにも思えます。ですがここまで何年かやってきて生活保護認定

基準の１．０ということに基準を変えると課税最低基準と意味合いは違うのだけれど、

であるならば、これもきちんと説明していけば皆理解できるのだけれど、ただ去年ま

でもらえていたものが、今年３月に行ったら変りましたのでだめですとなったら、こ

れちょっと酷いというようなところもあるものですから、先程お話しのあった、これ

から申請する人は１．０にしますというようなことで、現在受給している人は従前の

とおりとするということでどうでしょうか。先程お伺いした影響はどれくらいでしょ

うか。 

庶務課長 

２世帯外れてしまう方がみえるということで、１世帯の方は年額２７,６２２円も

う一方、より低い方のかたですが、その方が年額で１７９,０２４円という額でござい

ます。これは２１年度の所得に対して計算した結果です。子供さんは２７,６２２円 

の方はお一人、１７９,０２４円の方はお二人です。 

学校教育課長 
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修学旅行がある学年にいるだとか、入学生がいるとかで違ってきます。  

庶務課長 

２人のところは、中学生２人です。お一人の方は小学３年生です。今、学校教育課

長が言いましたように修学旅行の経費などもあります。これは修学旅行へ行く学年の

子供がいる世帯が対象となりますのであったりなかったりで、そのケース毎で全部違

ってきます。 

委員 

先程の話で、仮に最低基準で皆さんに周知され、該当者が全員手を挙げたらどうな

るだろうか。 

庶務課長 

財政負担のことばかり前面に出して言うのはどうかなと思いますが、制度としてあ

る以上は、全員の方から申し込みがあればこれは拒むことは、予算がないからだめで

すということは決してできる話しではありませんので全部受け入れるしかないです。

仮に対象となる世帯全部から申請があったらいくらくらいになるのだという積算はし

ておりません。どういった推計の方法があるのかということも含めて検討をさせてい

ただきたいと思います。 

委員 

１．５も１．０もそういった根拠みたいなものがあると考えやすいのではないかと

思うのだけれど。 

委員 

数字をどこにもっていくかということは分かりませんが、ただ今の状況からいうと

本当に日本の全体、特に新城市辺りの経済状況の悪化だとか、子供の数が激減します

よね。そういう状況の中で、それをその１．５を１．０に下げていく主な理由は見つ

からないと思います。例えば１．２３とか１．３２とかそういうところはそれなりの

色々な試算とかやったと思いますで、他の市町村は何を根拠にやったのかとか、そう

いう提案理由をきちっとしてもらわないと簡単に福祉制度みたいのがお金が無いから

見直しだというふうに一般の住民の側に、こういう問題というのはとられやすい。新

城市の教育委員会は何を検討しているのか、これからの状況からいえば子供の数は減

るし経済状況は悪くなるのに、それに更に援助を打ち切ると、子供の数がこれからも

こういう状況であるにもかかわらず、就学する生徒数が増えてどんどんこれからそう

いう心配があるとそういうことからみれば、先程、保育園等の園児数をみましたが、

現状からすれば５年後なんか相当子供の数は減ってしまう。それでそんなに１．５を

１．０にしなければならない経済情勢なのか、経済状況がある程度そうであってもそ

ういう子供には、やはり何らかの温かい姿勢というか、援助制度というのがいかされ

ないとなんだか数字の弄びみたいな感じがして、何か根本の精神が抜けた論議になっ

ている気がします。 

庶務課長 



 26 

なんでかんで１．０というのではなくて、１．５という数字の説明がしづらい、説

明が出来る数字がいったい何であろうかということで１．０というものが出てきたわ

けでございますが、新城市の就学援助制度として生活困窮世帯というのは、もたれる

制度がどう変わろうとも生活保護認定基準の１．５を目安とするとそれが計算上１．

５というのがはじき出なくても、こういうものだと決めればそれはそれとして一つの

理屈ではあると思います。 

部長 

宿題をいただいた感じですけれど、現実に申請主義をとっているということで、実

態把握がまだ掴めていませんので、早急に対象者となるべき人がどれだけいるかとい

うことをみたうえで、今、予算はおそらく現実の前年とか、過去３年とか実際の執行

状況によって立てていると思いますので、その実際に執行しているものと、この制度

の対象者数とはかけ離れていると思われますので、そこの予測を早急にとってそのデ

ータから判断していただきたいと思います。  

庶務課長 

今考えるのは実態はどのくらい対象世帯があるのかというのは、おそらく課税最低

限度額以下の世帯がどのくらいあるのかという税情報から引っ張り出すしか方法はな

いと思います。生保基準の１．５倍が今の水準ですので仮にそれが維持されるとすれ

ば、今度は逆算ですね。課税最低限の限度額の何倍ぐらいになるのかというものから

逆算して、机上の計算にはなってしまうのですが、それくらいからしか推計の方法は

ないという気がしておりますが、いずれにいたしましても何がしか推計できるものを

やってみたいと思います。 

委員長 

この件につきましては、そういうデータをいただいて判断するということで、これ

は急ぐ必要はないですか。 

庶務課長 

次回の２月の定例教育委員会議の席ではどういうふうにするのか決定していただ

きたいと思います。 

委員長 

それでは判断ができるデータを用意していただくということでお願いします。  

委員 

それと近隣の豊橋市は１．３倍、豊川市は１．２３倍、蒲郡市は１．３倍、田原市

１．２５倍とありますが、これは何を基準に算定したものか調べておいてほしいと思

います。 

委員長 

これらも子供手当の絡みで豊橋市や豊川市も下げてくる可能性もありますね。  

庶務課長 

 先程委員長さんが言われましたように、高校の授業料無償化ともう一つ大きなこと
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として、子供手当の支給がございます。子供手当につきましては、来年度新城市だけ

でも８億数千万という金額があります。平年ベースですとこの倍ですので１６億くら

いの子供手当が支出されることになります。そうしますと保護者に手当が入ってくる

ものです、地面が持ち上がると言いますか、そういったこともあるもんですから何と

も言えない部分はあるのですが、子供手当てが導入されることによって、他の市が見

直しにかかるということも想定はできますが、なかなか直ぐに答えられるのかという

と難しいところがあるのかという気がいたします。  

委員 

私の考えているところは、制度上の問題からいうと何なんですか、ただ本当に就学

が困難な子供たちに対してどのように援助していくのかということは、本当に真剣に

考えて就学援助は幅が広がる方に賛成ですが、それを削るというのはしかも１．５か

ら１．０というのは普通あまりそういうことを詳しく知らない人からみれば、どうい

う冷たい仕打ちを市はするのかと思いますよ。１．５を１．０にすることは数字的に

はすごい額ですね。穂積市長が言っていたそういう根本の考え方とこの数字はどこで

整合性を持つかという感じさえします。ですから他市はどうなのかという時に調べて

ありませんというような根拠ではとても納得しないと思いますし、子供手当がこうな

って決して大きく削減される制度ではないという根拠みたいなものを一方で裏付けさ

れないと１．５を１．０という増える方なら皆大賛成だけれども、減るということに

なると本当にその額が多いとか尐ないかは別として、その考え方についてそれだけの

大幅削減を簡単にやってしまう教育委員会は何を考えているのかと言うと思います。

ということを是非、頭の中に置いて検討していただきたいと思います。 

委員長 

１．５倍がどうかということは鉄砲日本一と同じくらいに誇らしいことであります

ので、結論は近いということでデータを用意していただいて判断ということでよろし

いでしょうか。 

 

日程第４ 協議・報告事項（３）平成 21 年度卒業式について(学校教育課) 

委員長 

日程第４、協議・報告事項（３）平成 21 年度卒業式について説明をお願いします。 

学校教育課長 

今迄、卒業式・入学式につきましてご協議いただき具体的に提案させていただくと

いうことで、表をご覧いただきたいと思います。中学校・小学校・幼稚園の卒業式・

卒園式につきまして、基本的に教育委員さんを中心に教育委員会で対応していくとい

うことで案を作らせていただき、まず中学校につきましては教育委員さんはじめ教育

長、部長を含めた６名の方で回って参列していただくということで、昨年の物を左に

書かせていただきましたので、２１年度のご提案をさせていただきたいと思います。

小学校の卒業式につきましては、昨年度までは、各部長等に参列をしていただいてお
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りましたので、教育委員さんたちは中根委員さんと菅沼委員さんに参加していただき

教育長、部長が加わって残りは表のような形でした。しかし今迄の議論を考えまして

教育委員会の課長職、指導主事以上を中心に組ましていただき、足らないところが５

校あるわけですが、そこについて他部局の部長さんにお願いするというのがよろしい

のではないかと思いました。空白のところにはこの後、ご了解がいただければ、部長

を通して総務部長と相談し、他部所にお願いをしていく。幼稚園につきましては、昨

年度、馬場委員長さんと筏津委員長職務代理者さんに出ていただきましたので、中根

委員さんと菅沼委員に出ていただくと、したがって中根委員さんと菅沼委員につきま

しては、３回出ていただくようになりますし、他の委員さんにつきましても、ご覧の

ような形でご了解いただければ、この形で進めさせていただき、また、各学校からそ

れぞれ時間等の案内が届きますのでよろしくお願いします。  

委員長 

こういう形でよろしくお願いします。 

 

日程第４ 協議・報告事項（４）「あすなろ教室」の運営について(学校教育課) 

委員長 

日程第４、協議・報告事項（４）「あすなろ教室」の運営について説明をお願いし

ます。 

学校教育課長 

通称パンフレットにありますように「あすなろ教室」と申し上げていますが、学校

生活適応指導という言葉がございまして、平たく申し上げますと不登校の子供たちの

学校復帰を助けるということで設置をしているものでございます。今、設置をしてい

るという表現を申しましたが特段の設置要綱があるのではなく指導員の方にお願いを

して報償費をお支払いしながら運営をしてまいりました。ここでも何度か話題にさせ

ていただいたように、不登校の子供たちは極端には増えていませんが、なかなか改善

が進まず学校に行けない子供たちもいます。「あすなろ教室」に来れるといった子たち

はいたわけですが、今迄週３回午後だけという開催でございました。やはり子供たち

の居場所を作っていくためにも、後ほど予算の話しも出てまいりますが、出来るだけ

常設をしたい。それから指導員の方たちに色々な形で、スタートの頃は不登校だけが

問題でございましたが、ここで話題になるように学校に来ている子供たちも発達障害

であるだとか、色々なお子さんたちもお見えになりますので、そういうことも視野に

入れながらきっちりとしていくということで実施要綱を整理するということで考えて

いきたいと思います。実施要綱をみていただいて細かい文言につきましては最終チェ

ックが要る段階かとは思いますが、まず第２条のところ見ていただきこの設置場所に

つきましては現状と同じ「新城市青年の家」であります。ここを開設場所といたしま

す。第５条のところ見ていただき、開設日時は先程申し上げました月曜日から金曜日

ということで、学校のやっている日は行なう。今、想定しているのは午前９時から午
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後３時まで開設するということを考えていきます。第７条を見ていただきまして５項

目書かせていただきましたが、子供たちを支援していくことを大きな目標でやってき

ましたが、２番のカウンセリングであるとか、４番にある学校の方への指導とか相談

とかいうことをもう尐し力を入れていきたいと考えており、予算がうまく通れば来年

指導員の方たちの中から嘱託の形でお願いすることが出来るということで考えており

ますので、尐し充実が図れると考えております。８条以降の入室の手続きというのが

ありますが、今迄きちっと書面で親御さんから出していただくだとか、そういう手続

きを踏んでいませんでしたので、子供の方にも甘えもございますし、人間関係だけの

中だけでやっているところもございましたので、きっちりそういうことも手続きだけ

は制度化していきたいということで資料に付けさせていただきましたような書面の動

きもとりながらきっちりとした実施要綱を設置してまいりたいということです。この

方向で準備していくこと、「あすなろ教室」をそのようにしていくということで、お配

りしたものを折りますとこのような形になるという印刷になっています。あまりいい

紙では作れませんが、ちょっとしたものを作らせていただいて、不登校のお子さんを

お持ちでお悩みの方たちにも何とか「あすなろ教室」があるということを周知し、い

ろいろ今後そこに集まってくる問題であるだとか、色々解決しなくてはいけない問題

はあるわけですが、一歩を踏み出したいと思いますのでこの方向で進めさせていただ

くということをご了解いただき、また、ご指導いただけたらと思います。 

委員 

２１年度は何人くらいのお子さんがお見えになりましたか。 

学校教育課長 

１０人から１５人くらいの間です。子供たちの中には「あすなろ教室」のある日は

午前中は学校に行っていて午後「あすなろ教室」に来る子もいましたし、学校には行

けないけれど「あすなろ教室」だけには来るといった子もいました。  

委員 

地域別にみるとどのようになっていますか。 

学校教育課長 

基本的には新城地区がほとんどでして、作手地区から来ていた子もおりました。今

月がどうだったか把握はしていませんが、その子はほぼ学校に復帰しています。鳳来

地区からは現状では無かったと思います。「あすなろ教室」が開設されてからは国の制

度に乗って行なっていた時期もありましたので、その当時は設楽からも来ておりまし

たし、今も門戸は開いています。来られるという方がいれば受け入れるという形をと

っています。 

委員 

今迄、実施要綱が無かったというのは驚きですが。保護者の毎日開設というニーズ

を踏まえてのことですか。 

学校教育課長 
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毎日行けるという子が大多数ではございませんがいますので。  

教育長 

やっと常設にこぎつけたということです。 

委員長 

ここから学校へ戻れた子というのは、割合で言うとどれくらいありますか。  

学校教育課長 

復帰率という考え方があるのですがここに来ていて学校に戻ったというのは３人

に１人くらいだったと思います。目標は１００パーセントにしているのですが。現実

はそうはいきません。 

委員長 

指導員は教員ＯＢですか。 

学校教育課長 

教員ＯＢではありません。来年度につきましては現状の中の方からお二人嘱託にし

ていただいて他の方たちは今迄通りのお立場でという形で考えています。  

教育長 

退職ＯＢというのは一人もいないですか。 

学校教育課長 

軌道に乗れば、そういう立場で見ていただく方も必要かと思いますが。現状の発展

形でまず常設にするところから、第一目標で考えていきたいと思います。  

委員 

給食施設はどうなっていますか。 

学校教育課長 

終日いる子についてはお弁当ということで考えています。そこまでは人と状況がつ

いていきませんので。 

委員長 

良い資料を作っていただいておりますので、進めていくということでよろしくお願

いします。 

 

日程第４ 協議・報告事項（５）平成 22 年度予算の概要について(各課) 

委員長 

日程第４、協議・報告事項（５）平成 22 年度予算の概要について説明をお願いし

ます。 

庶務課長 

それでは、右肩に取扱注意、解禁日２月１６日と書いた資料がございます。それを

見ていただきたいと思います。まだ、市長査定が終わりまして、その査定結果が届い

た直後でございます。詳しい数字がまだ掌握できていない部分もございますがご了承

いただきたいと思います。まず、全体、特に新年度の一般会計の全体の概要でござい
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ますが、昨年の秋口、９月に示されました予算編成方針というものが、大きな柱が３

つありまして総合計画の前期の計画期間の実施計画を実現していく、市長マニフェス

トに掲げられた事業を実現していく、これは事務的なことでございますが一般財源枠

方式というものを昨年に引き続き行っていくという３点がございまして、こういった

予算編成方針のもとに各課が予算要求を出し、集計した結果が（2）の一般会計予算

要求状況でございます。これは細かな表が市のホームページにも載っておりますので

ご興味がございましたらみていただけたらと思います。歳入につきましては２０７億

３８３９万３千円、歳出が２１３億８８３２万４千円ということで差し引きマイナス

の６億４９９３万１千円という６億５千万円ほど帳尻があっていないという状況が最

初の予算要求状況でございました。市長査定まで進んでまいりまして、一般会計予算

規模としては２１０億程度になるということを聞いております。２１年度の当初予算

が２０６億９千万円でありましたので、増えている形になっています。予算規模が膨

らむ要因は、子供手当の増であります。先程もご説明申し上げましたが、現在児童手

当という制度がありますが子供手当という制度にとって代わるということで現行の児

童手当は３億５千８百万円程の規模でありますが、子供手当に代わりますと８億１千

９百万円程になるということで、この辺が４億５千万円程増えますので、ここらが予

算規模が膨らむ大きな要因の一つだと思っています。以上が全体の概要でこざいまし

て、今度は教育委員会の全体の予算要求でございますが、予算要求状況は枠配当で教

育委員会に配当された一般財源というのはこれだけですよという額は、１０億５３５

４万円でございました。当初に財政サイドへ要求した金額は１２億６１１８万３千円

ということで差し引き２億７６４万３千円枠を超えた形での要求をしたところでござ

います。これは一般財源ベースで国庫補助金だとか県の補助金だとかそういった特定

財源といわれるものを含めた総額ですと、１６億２１７３万９千円を財政部局へ予算

要求したという状況からスタートをいたしました。その後財政の方から再度見直しを

してくださいという要求がありまして、差し引き超過額２億７６４万３千円を極力０

にもっていってくださいという要求が再度ありまして、見直しをかけました。超過額

の解消に向け教育委員会は鋭意努力したところでございます。一部税金で直接行う部

分を起債、借金ですけれどもそれに振り替えるというようなこともやりまして、表面

上はこれを０に持っていった形にいたしました。その時の総額は１５億６８８６万８

千円という形になりました。その後、市長査定まで受けまして査定結果でございます

けれども教育委員会所管分は最終的には１９億４８８万３千円と当初要求額よりも４

８８万３千円と当初要求額よりも予算額が相当増えてきたという結果でございます。

この要因につきましては後程、次の主な事業のところで各課からご説明させていただ

きますけれど、一番大きいのが文化会館の照明施設を一気にやってしまうということ

で４億程付いていますので、それが当初の要求額よりも上回った形で予算が付いて来

たというような要因がございます。次の各課の主な事業について各課長から説明をさ

せていただきたいと思います。まず、庶務課でございますが、冒頭、議案として出さ
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せていただきました教育委員さんの定数ですが１名増員が見込まれております。それ

から２番目として「木の香る学校づくり推進事業」これは子供の机と椅子でございま

すが、これを木製の物に替えていくということで、これは愛知県で「森と緑づくり事

業税」という森林環境税のようなものですが、それのバックというのですか、市町村

宛ての補助金がございまして、それを活用するものでございます。一応来年度につき

ましては１２０セット分の予算を確保したところでございます。まだ確定ではないの

ですが、現段階では千郷小学校の１年生辺りが１２０セットに該当するかと思い描い

ております。３つ目として校舎等の耐震化の工事でございます。来年度は３校、東郷

東小学校の校舎の耐震工事、舟着小学校の屋内運動場の耐震化工事、それから八名中

学校の屋内運動場の工事という３つの大きな工事を持っています。それから最後です

が山吉田地区に新設いたします小学校建設事業として来年度は実施設計でございます。

今年度基本設計を行いまして、来年度詳細の実施設計に入っていくという、この４点

が新年度予算の大きなところでございます。それから当初予算要求のうち補正対応の

査定がなされたものが５つほどございますが小中学校の施設営繕の一部が新年度の９

月補正予算で対応するということで当初予算から見送られたというものが一部ありま

す。それから２番目の東郷中学校の運動場の拡張事業でございますが、予算要求は当

初予算で実施設計を要求いたしましたところ、今年度の国の第２次補正予算で県と市

町村系の臨時交付金というのが交付されるということで、新城市の場合２億４千万円

程の財源が入ってくるということで、その財源を活用いたしまして設計と工事も３月

補正予算で前倒しで計上をして２２年度へ繰り越しをして事業を実施していくという

予算査定になりました。その他、私立高等学校の授業料の補助事業につきましては冒

頭で説明申し上げましたように、現行制度を存続していくことを前提に百万円ですが

計上しています。それから２番目ですが各学校へ配当しています細かな消耗品だとか

そういった類のものでございますが、それにつきましては前年度同様額を確保したと

ころでございます。３点目で幼保一元化の関連予算につきましては、どこで最終的に

事務を所管するのかというのがはっきりしておりませんので、とりあえず庶務課の方

から予算要求を出させていただきました。最終的には民生費の児童福祉費という費目

に計上し児童課の方に予算をとりあえずはり付けるという調整がなされました。  

学校教育課長 

それでは、学校教育課ですが、先程お示ししました学校適応指導事業「あすなろ教

室」の常設化ということで同額をいただきました。２つ目ですが新城ハートフルスタ

ッフということで各学校に派遣しているものが現状８名体制で行っているのですが単

純に人数割でいえば１５人分になるように増額要求ができました。小学校英語のほう

今年２０時間で実施させていただいているわけですが、これを３５時間に増やすとい

うことで AD の派遣時間をそれに見合った分だけ増加させていただくことができまし

た。図書館整備事業につきましては、今年は補正で行いましたけれど来年度継続とい

うことで出来るようになりましたので、規模は縮小いたしますが、派遣スタッフを派
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遣出来ることになりました。学校職員の各種研修があるわけですがここのところも充

実できるように予算を確保できるようになりました。  

生涯学習課長 

生涯学習課です。先程、教育長からお話がありました平成２２年度の懸案事項とい

うことで、図書館の図書購入費の充実ということで去年に比べて増やしていただきま

した。図書館は本が無ければ始まりませんので本を購入ということで充実させていき

ます。生涯学習活動費補助金の統一、これは主な事業では無いのですが公民館活動費

の補助金ということで維持管理費を除いたものでありますが、２１年度までは新城地

区と鳳来地区は補助金の算出根拠が違っておりまして２２年度から統一ということで

新城・鳳来・作手地区すべて同じということであげさせていただきました。後１点親

子せせらぎエリアの継続ということで 21 年度から始まりました親子せせらぎエリア

を２２年度も行っていきたいと思っています。当初予算で要求していました社会体育

施設の軽微な修繕について補正対応といたしました。 

文化課長 

文化課の主な事業についてご報告させていただきます。文化会館の大小ホールの照

明設備の取り換えを行います。先程庶務課長の方から話があったとおり、当初リース

による更新ということを考えておりましたが、一気にやってしまうということで４億

円という予算が計上されました。この施工に関しましては１０月から３月までの間に

大小ホールの音響と照明のすべての設備を交換させていただきます。１０月から１２

月にかけて小ホール、１月から３月にかけては大ホールの取り換えを行います。大小

ホールにつきましては１年前から会場申し込みが出来るということですが、昨年の１

０月から工事の施工の間は予約を入れないという形で対応してまいりました。両方と

も一気にということになりますと、利用される方にご迷惑がかかりますので、どちら

かが使える状態で改修してまいりたいと考えております。音響設備につきましては３

月補正で計上して繰越明許費で２２年度の１０月から３月の間に改修を行うよう予定

をしています。次に自主文化事業の関係ですが薪能、新城歌舞伎等の伝統芸能、また、

各種ジャンルの幅広いものを予定しております。特に若年層の文化振興を図るために

新規に市内の高校の演劇部等によります新城演劇祭、中学、高校生のグループにより

ますニューアーティストコンサートなどを計画して市民の発表の場にと考えておりま

す。３点目に「ＣＯＰ１０」関連事業として、２２年度「ＣＯＰ１０」が愛知県で開

催されるわけですが、それに伴いまして鳳来寺山自然科学博物館におきまして通常行

っています野外学習、子供自然講座等を「ＣＯＰ１０」に関連事業と位置付けまして

行ないます。また、特別展の中では仮称ですけれど「愛知の鳥コノハヅク展」という

のを５月９日から６月２７日の間に行なうよう計画をしています。また、他の特別展

といたしまして愛知の奥三河と自然の多様性ということで７月から１２月にかけて開

催するよう計画をしています。４点目の鳳来寺山自然科学博物館耐震設備管理委託に

ついてですが現在エレベーター、空調設備、身体障害者用のトイレ、階段のスロープ
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の手すり等の設置工事を行っていますが、その改修工事に伴いますエレベーター等の

保守点検というものを、管理委託するということを考えています。後程ご連絡しよう

と思っていましたが、鳳来寺山自然科学博物ではバリアフリー化等の工事を３月２３

日までの工期で実施をしています。そのリニューアル記念といたしまして出来るだけ

多くの市民にリニューアルした博物館を見ていただこうということで３月２７日の土

曜日と２８日の日曜日の２日間を無料開放とし多くの市民の方に見ていただくという

ことを計画しています。また、３月２４日から２６日まで工事終了後ですがその３日

間に来場いただいた方には、ささやかではありますけれど職員手作りの記念品を差し

上げようと計画しています。なお、この無料開放の周知ですけれども２月１６日発行

の広報３月号、ホームページ等で掲示しておりますのでよろしくお願いします。  

スポーツ課長 

スポーツ課でございますが、第１点教育長からもお話がありましたとおり B＆G 財

団の補助をいただきまして海洋センタープールの改修準備をしてまいります。内容に

つきましてはプール上屋の鉄骨部分の塗装工事、管理棟屋根の全面塗装、プールサイ

ドの全面改修工事を行いたいと思っています。２点目といたしまして、今年度は５月

の補正対応でありましたけれども、子供市民プールについて来年度は当初予算で計上

いたしましたので継続してまいりたいと思います。補正対応でありますが体育指導委

員さんが今年で２年の任期満了となりまして、４月１日より新しい委員さんに替わり

ますのでトレーニングウェアー３２人分でございますが４月１日より着用できるよう

に３月補正で対応するということで進めてまいります。それから２点目ですが第２次

の臨時交付金の中で有海緑地公園のナイター施設を改修してもらいたいと思っており

ます。既に新城小学校、千郷小学校につきましては改修が終わりまして、３月補正で

要求してまいりたいと思っていますので、ナイター設備等につきましても計画的に改

修が進んでいます。金額的には約２，６００万円でございます。その他としまして、

学校関係に関するものといたしまして、運動場、体育館のスポーツ開放の委託料の関

係ですが財源が限られる中、前年同様額を確保出来ておりますのでご報告いたします。 

庶務課長 

以上が教育委員会関連の予算でございます。市の予算の発表が２月の１５日に予定

されております。議会への説明と記者発表でございます。予算の内容の報道解禁が２

月１６日となっていますので、くれぐれもそれまでは外にこのデータは漏らさないよ

うにお願いします。 

委員長 

何かご質問ご意見等ありましたらお願いします。  

委員 

予算全体の前年度はいくらですか。 

庶務課長 

前年度は教育費全体は分かるのですが、教育費の中には教育委員会が所管するもの
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以外に、我々の人件費が入っております。これは人事課が所管しています。これが足

されて教育費全体の予算になるものですから、教育費全体では直ぐに比較は可能です

が教育委員会所管部分の比較になりますと今は出ておりません。  

委員 

だいたいで結構ですが。 

庶務課長 

１９億といいますと、これは確実に増えております。細かな数字は掴んでいません

が新年度予算では、民生費と教育費は前年を上回る予算になる筈でございます。民生

費は子供手当があるという関係であります。教育費につきましては、耐震化の工事が

３校分あるということと、文化会館の照明、事業費で４億位付いていますので、そこ

らが教育費予算を押し上げる要因になります。それから細かな経費ですけれども、小

学校費、中学校費等も２１年度当初予算よりもあまり大きくはありませんが増えてい

る形となっています。 

委員長 

昨年、学校の先生方の代表と教育委員で話し合う機会があったのですが、その時

色々な要望が寄せられました。休憩室が欲しいとか、エアコンがなんとかならないか

とか伺ったですが、そういう要望については、対応出来ていますか。  

庶務課長 

特に学校の施設とか営繕といいますかそういうたたきでたくさんの要望をいただ

いていますが、要望の時点ではそれがお金に換算した場合いくらになるかというのは  

出ていません。要望そのものが金額の無いものもありますので、やっていませんが全

ては要望にこたえきれてはいません。各学校を全部回らさせていただきまして、要望

個所を見させていただいて、これは早急に対応をする必要がある、もう尐し待ってほ

しい、というものをランク分けいたしまして庶務課の方で A ランクであると判定をさ

せていただいたものについては、全て予算要求をさせていただきました。そのうち一

部が説明させていただきましたように９月補正予算に見送られた。一部については３

月補正で前倒しというような査定がされましたのですが、気分的には予算の計上時期

はづれてくるのですが、認められたと理解しておりますし、補正予算対応でも２２年

度内に執行が可能なものについては、こちらの方からこれは補正予算対応も可能です

と財政課の方に申し上げてそのように査定がされたと理解がされたと考えております。 

委員長 

全体予算の中で教育関係の予算が占める割合というのは他市町村と比較してどう

でしょうか。 

庶務課長 

他の市町村と比較をしたことはないのですが、比較ということになりますと一つの

比較の手法として地方交付税という制度がございまして、その中に教育費という費目

があります。これは国が一つのルールを持って算出をする仕方になるわけですが、そ
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この額と新城市の教育に関係する部分、それは教育費の予算というのではなく、学校

を建てるときに借金をすると、その返済金が発生しているわけで、そういったものも

教育費の中に含め関連する部分の経費を全てまとめたものですが、それを比較します

と新城市の場合は国の算定よりは大きくなっています。 

教育長 

とかく当初予算での比較がされるわけですが、委員さんたちもご存じのとおり本年

度も９月補正、１２月補正等で何億というお金を教育予算としていただいているわけ

ですので、決算で考えてみるのならば、相当高いパーセンテージになっています。組

合等でパーセンテージがどうだという話も来るのですが当初予算でない新城市の事情

から決算でやってみると本当の数字が分かってきます。というような話をしています。 

 

日程第４ 協議・報告事項（６）平成 22 年新城市成人式の結果について(生涯学習課) 

委員長 

日程第４、協議・報告事項（６）平成 22 年新城市成人式の結果について説明をお

願いします。 

生涯学習課長 

１月１０日の成人式にご出席いただき大変ありがとうございました。先程教育長が

報告の中で述べられましたのでそれ以外の２つについてご報告いたします。まず該当

者ですか、教育長報告では６０１人、この日は６０６人どちらも正しいです。基準の

時点が違いますので、６０６人というのは最終の結果ということです。教育長報告の

６０１人といいますのは年末の記者発表した、これで通すといった人数です。その後

５人ほど申し込みがありましたので６０６人になったということです。会場までのバ

スの送迎についてですが、作手と鳳来からそれぞれ１名ずつ男の子ですが申し込みが

ありましたが、当日になりまして、キャンセルになり、送迎はありませんでした。来

年の送迎は止めようと思っています。 

人数によってバス若しくはワゴン車で対応しようと思っていましたが、長篠の人と

出沢の人では条件は変わりませんので無くてもいいかなと思っています。  

委員長 

式そのものは見ていますが、後で迷惑をかけるような行為はありましたか。  

生涯学習課長 

皆さんご存じのとおり花火が上がったくらいです。  

 

日程第４ 協議・報告事項（７）その他 

委員長 

  日程 第４、協議・報告事項（７）その他何かありまますか。 

生涯学習課長 

生涯学習課から生涯学習市民大学ということで２月１３日、２０日、２８日のいず
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れも土曜日ですが、定員は４０名、現在申し込みは１５人から１６人ということで、

まだ余裕がありますので教育委員の皆さんも是非ともご出席をお願いします。  

庶務課長 

じょうほう課から自治基本条例に関するパネルディスカッションといいますか、講

演ですが、市民大学と重なってしまうのですが２月１３日土曜日、時間も一緒なので

すが文化会館の大会議室で行われるということでこちらの方も是非ということで依頼

がありましたのでチラシをお配りしました。じょうほう課では平成２２年度に自治基

本条例を制定するという方向に向けて動いておるということで基調講演を行い条例と

はなにか、なぜ必要なのかということの講演がなされるそうです。 

文化課長 

お手元に神崎愛のフルートコンサートのパンフレットを配らさせていただきまし

た。２月６日の土曜日ですが席に余裕がありますのでよろしくお願いします。 

 

日程第５ その他 

委員長 

日程第５、その他、何かありますか。 

教育長 

平成２２年度の予算が固まってきました。３月議会があるわけでございますか冒頭

に市長の予算大綱と教育方針の説明があるわけです。本日お話しいさせていただきま

した教育長報告の重点施策と予算が付いた施策を基に説明をしたいと思っております

のでよろしくお願いします。 

委員長 

次回の教育委員会議は、２月２４日水曜日午後３時３０分からはつらつセンター２

階会議室で開催とします。 

以上で、１月の定例教育委員会を終了いたします。ありがとうございました。 
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